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滋賀大学 理事／副学長 

産学公連携推進機構長 須齋 正幸 

滋賀大学は、近く 150 周年を迎える教育学部、100 周年を迎えた経済学部、そして新たに設置したデータサイエン

ス学部の三学部体制で、これまで地域の知の拠点として、産学公の連携を推進してまいりました。ここに、産学公連

携推進機構の第四期中期目標計画 3年目の活動をまとめました。 

 

2024年度、当機構は企業や地域などとの連携を組織的に進めるため、社会連携センター、アントレプレナーシップ

センター、地域連携教育推進センターの 3部門体制で、学内の各学系、機構、データサイエンス・AI イノベーション研

究推進センターと連携し、全学的な産学公連携推進体制を構築して活動を進めてまいりました。 

事業推進に当たっては、社会連携コーディネーター制度により、七つの金融機関から延べ 27 名の客員社会連携

コーディネーターの方に活動いただいています。また、連携プラットフォームのもと、新たに 5 件の連携協定を締結し、

企業関係 86 件、大学・高等学校 27 件、政府機関・自治体等 43 件、広域 4 件、合計 160 件の連携協定を結んでい

ます。 

主な活動として、アントレプレナーシップ教育、リカレント教育、産業支援活動の三つが挙げられます。また、持続

的な社会の実現に向け、ウクライナ支援事業や障害児者を中心とした音楽教育プログラムの提供、SDGs に関わる

事業を全学体制で進めています。アントレプレナーシップ教育では座学を中心にした「アントレプレナーシップⅠ」と

PBL 型授業「アントレプレナーシップⅡ」の 2 つの講座を開講し、また起業相談会を定期的に実施し、学生、教員等

が参加しています。また、昨年度から、「関西スタートアップアカデミア・コアリション」（KSAC）に参画し、滋賀大発スタ

ートアップの設立支援に取組んでいます。さらに、リカレント教育も全学的に社会人のキャリアアップや教員・自治体

等の職員の能力向上を目指す活動を展開しています。いずれの事業も多くの方々にご参加いただき、成功裏に進め

られてきました。詳細につきましては、本報告書でご確認いただければ幸いです。 

また、今年度、大学の知見や研究成果、企業連携のノウハウを地域の皆様と共有し、共に課題解決やイノベーシ

ョン創出を目指すプラットフォーム「滋賀大学地域ビジネスイノベーションコアリション」、通称「SURBIC（サービック）」

を設立しました。この取り組みは、まさに滋賀大学が地域と共に歩み、未来を創造していくための重要な一歩と位置

付けています。 

100 年以上にわたり滋賀の地で教育研究活動に取り組んできた滋賀大学、これからも地域の知の拠点として、自

治体、企業等のみな様と連携、協力体制を構築し、地域に貢献できますよう努力してまいります。引き続きご支援賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 
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2 産学公連携活動の概要 
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本学は、滋賀大学憲章における目標として「社会貢献：知の還元」を掲げており、社会の「知の拠点」として、産業

界や地域など社会への貢献が重要と考え、産学公連携を重視している。また、ニューノーマルな時代への転換期に

おいて、社会の課題を発見・解決し、新たな価値を生み出すことで、今後の社会変革に対応するイノベーションを牽

引する大学として、プレゼンスを高めていくことが肝要となる。 

これらの理念を実現するため、学長リーダーシップの下、産学公連携推進本部である「産学公連携推進機構」を中

心に全学協働体制で、様々な分野の企業や自治体・政府機関と連携協定を結ぶなど、組織的に連携活動を実施し

ている。 

主な取組みとしては、「社会連携コーディネーター制度」を設け、企業や地域との繋がりを作り出し、教育・研究リソ

ースを活用した連携の強化を行っている。また、企業や地域のニーズに対応する社会連携を促進することを通じて、

社会貢献と地域創生に寄与している。このような連携活動を展開するに当たって、社会連携部門、アントレプレナー

シップ部門、地域連携教育推進部門の 3部門が有機的に活動を行っている。 

このように産学公連携を推進し、組織的な連携および、社会ニーズと大学シーズの柔軟なマッチングを実現するこ

とで、本学が持つ「知」の社会実装を行い、社会的価値の創出と社会課題解決に貢献することを意義としている。 

 

産学公連携活動の概要 2 

産学公連携の意義 
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産学公連携推進機構を中心として組織的な産学公連携を推進している本学は、「知の拠点」として、産業界や地

域との連携を重視している。 

産学公連携推進機構は、「大学の知を社会に実装し、地域に貢献する」ことをビジョンとして掲げており、①市民・

企業・地方公共団体等との連携を深め、②本学の知的資源の組織化と活用を図ることにより、③社会に開かれた大

学として積極的に情報を発信し、④地域社会からの信頼の醸成、教育研究活動の発展・充実に資することを目的と

している。 

これら目的の達成に向け、企業や地域などとの連携を組織的に進めるため、社会連携センター、アントレプレナー

シップセンター、地域連携教育推進センターを設置し、学内の各学系、機構、データサイエンス・AI イノベーション研

究推進センターと連携し、全学的な産学公連携推進体制を構築している。これにより、先進的な研究成果を活かし、

地域の課題を解決し、さらには地域の人材育成を通じて地域社会に貢献する。 

 

 

産学公連携推進のための全学協働体制の構築 
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連携協定締結状況 

【企業等】86 件 

締結部局 協定先 協定名称 締結日 

滋賀大学 

㈱商工組合中央金庫 連携及び協力に関する協定書 令和 6 年 8 月 20 日 

㈱日立建機ティエラ 連携・協力に関する協定書 令和 6 年 8 月 19 日 

トヨタ・コニック・アルファ㈱ 包括的連携協力に関する協定書 令和 6 年 5 月 23 日 

近畿税理士会 包括的連携協力に関する協定書 令和 6 年 4 月 8 日 

社会福祉法人やまなみ会やまなみ工房 連携・協力に関する協定書 令和 6 年 1 月 31 日 

㈱アシックス 連携・協力に関する基本協定書 令和 5 年 12 月 25 日 

滋賀県信用保証協会 包括的連携協力に関する協定書 令和 5 年 11 月 8 日 

㈱平和堂、三井住友カード㈱ 連携・協力に関する協定書 令和 5 年 9 月 14 日 

市川甚商事㈱ 連携・協力に関する協定書 令和 5 年 9 月 8 日 

㈱シーエーシー 連携・協力に関する協定書 令和 5 年 7 月 12 日 

㈱SUMCO 連携・協力に関する協定書 令和 5 年 6 月 22 日 

㈱PKUTECH 連携・協力に関する協定書 令和 5 年 5 月 29 日 

NISSHA㈱ 連携・協力に関する協定書 令和 5 年 5 月 8 日 

㈱サカイ引越センター 連携・協力に関する協定書 令和 5 年 3 月 29 日 

大塚製薬㈱ 連携・協力に関する協定書 令和 4 年 12 月 15 日 

日東電工㈱、㈱日東分析センター 
データサイエンス課題解決に関する

連携協定書 
令和 4 年 9 月 30 日 

第一工業製薬㈱ 連携・協力に関する協定書 令和 4 年 5 月 27 日 

㈱クレオ 連携・協力に関する協定書 令和 4 年 5 月 23 日 

㈱大垣共立銀行 連携・協力に関する協定書 令和 3 年 10 月 11 日 

レノボ・ジャパン合同会社 連携・協力に関する協定書 令和 3 年 7 月 21 日 

㈱マイナビ 連携・協力に関する協定書 令和 3 年 6 月 9 日 

㈱平和堂、キリンビール㈱、 

㈱ブリヂストン 
連携に関する協定書 令和 3 年 5 月 17 日 

守谷輸送機工業㈱ 包括的連携協定書 令和 3 年 3 月 25 日 

彦根商工会議所 地方創生に関する包括的連携協定書 令和 2 年 11 月 11 日 

TMI プライバシー＆セキュリティ 

コンサルティング㈱ 
連携・協力に関する協定書 令和 2 年 7 月 27 日 

京都中央信用金庫 地方創生に関する包括的連携協定書 令和 2 年 4 月 27 日 

サカタインクス㈱ 連携・協力に関する協定書 令和 2 年 3 月 2 日 

㈱brista 連携・協力に関する協定書 令和 2 年 1 月 20 日 

佐藤工業㈱ 連携・協力に関する協定書 令和 1 年 10 月 23 日 

㈱滋賀レイクスターズ 連携・協力に関する協定書 令和 1 年 10 月 8 日 

 

連携プラットフォームとしての協定 
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締結部局 協定先 協定名称 締結日 

滋賀大学 

㈱帝国データバンク 

Data Engineering and Machine 

Learning センターの設置と運営に関

する実施協定書 

令和 1 年 7 月 11 日 

嵯峨野観光鉄道㈱ 連携及び協力に関する協定書 令和 1 年 5 月 30 日 

㈱パルコ 連携・協力に関する協定書 平成 31 年 3 月 28 日 

㈱NTT ドコモ 連携・協力に関する協定書 平成 31 年 3 月 27 日 

㈱インテージホールディングス 連携・協力に関する協定書 平成 31 年 3 月 25 日 

彦根商工会議所 寄附講義「世界遺産学」に関する協定書 平成 31 年 3 月 25 日 

㈱日吉 連携・協力に関する協定書 平成 30 年 12 月 11 日 

㈱SCREEN セミコンダクターソリュ

ーションズ 

データサイエンスにおける連携・協力

に関する連携協定書 
平成 30 年 11 月 28 日 

㈱平和堂 連携・協力に関する協定書 平成 30 年 8 月 27 日 

オムロンソーシアルソリューション

ズ㈱ 
連携・協力に関する協定書 平成 30 年 8 月 7 日 

㈱イー・エージェンシー 連携・協力に関する協定書 平成 30 年 7 月 17 日 

トヨタファイナンス㈱ 連携・協力に関する協定書 平成 30 年 5 月 8 日 

㈱KOKUSAI ELECTRIC 連携・協力に関する協定書 平成 30 年 5 月 7 日 

ヤマトクレジットファイナンス㈱ 連携・協力に関する協定書 平成 30 年 5 月 1 日 

㈱アイセロ 連携・協力に関する協定書 平成 30 年 4 月 3 日 

村田機械㈱ 連携・協力に関する協定書 平成 30 年 3 月 16 日 

伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 連携・協力に関する協定書 平成 30 年 2 月 13 日 

㈱帝国データバンク 連携協力に関する協定書 平成 29 年 11 月 30 日 

㈱堀場製作所、㈱堀場エステック、 

㈱堀場アドバンスドテクノ 
連携・協力に関する協定書 平成 29 年 11 月 8 日 

㈱SMBC 信託銀行 連携・協力に関する協定書 平成 29 年 9 月 4 日 

㈱三井住友フィナンシャルグループ 連携・協力に関する協定書 平成 29 年 9 月 4 日 

㈱マクロミル 連携協力に関する協定書 平成 29 年 8 月 30 日 

滋賀経済同友会 包括的連携協定書 平成 29 年 7 月 10 日 

滋賀中央信用金庫 地方創生に関する包括的連携協定書 平成 29 年 6 月 9 日 

第一生命ホールディングス㈱ 連携・協力に関する協定書 平成 29 年 5 月 18 日 

滋賀県商工会連合会 包括的連携協定書 平成 29 年 3 月 30 日 

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 
セーフティソサイエティ研究構想の 

推進に関する連携協定書 
平成 29 年 3 月 23 日 

㈱関西アーバン銀行 包括的連携協定書 平成 29 年 2 月 27 日 

PwC あらた有限責任監査法人 連携・協力に関する協定書 平成 28 年 11 月 22 日 

㈱滋賀銀行 包括的連携協定書 平成 28 年 10 月 5 日 

㈱京都銀行 地方創生に関する包括的連携協定書 平成 28 年 9 月 20 日 

経済学部 
橋本総業ホールディングス㈱ 連携・協力に関する協定書 令和 3 年 2 月 1 日 

彦根仏壇事業協同組合 包括的連携に関する協定書 平成 28 年 6 月 8 日 
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締結部局 協定先 協定名称 締結日 

データサイエ

ンス・AIイノベ

ーション研究

推進センター 

エヌビディア合同会社 連携・協力に関する協定書 令和 4 年 5 月 18 日 

一般社団法人サイバースマートシテ

ィ創造協議会 
連携・協力に関する協定書 令和 5 年 6 月 6 日 

データサイエ

ンス教育研究

センター 

㈱関通 連携・協力に関する協定書 令和 3 年 2 月 4 日 

マギー㈱ 連携・協力に関する協定書 令和 2 年 12 月 7 日 

ビーウィズ㈱ 連携・協力に関する協定書 令和 1 年 11 月 27 日 

エーザイ㈱ 連携・協力に関する協定書 令和 1 年 10 月 1 日 

日本電気㈱ 連携・協力に関する協定書 令和 1 年 7 月 23 日 

スターツ出版㈱ 連携・協力に関する覚書 平成 30 年 11 月 15 日 

ダイハツ工業㈱ 連携・協力に関する覚書 平成 30 年 6 月 1 日 

㈱アイディーズ 連携・協力に関する協定書 平成 28 年 11 月 21 日 

㈱オプトホールディング 連携・協力に関する協定書 平成 28 年 9 月 30 日 

産学公連携推

進機構社会連

携センター 

滋賀中央信用金庫 
産学連携に関する業務連携・協力に 

関する覚書 
平成 27 年 3 月 23 日 

㈱滋賀銀行 
産学連携に関する業務連携・協力に 

関する覚書 
平成 18 年 8 月 7 日 

日本政策金融公庫 産学連携の協力推進に係る協定書 平成 18 年 8 月 2 日 

長浜信用金庫 産学連携基本約定書 平成 18 年 2 月 14 日 

花しょうぶ通り商店街振興組合 
滋賀大学「街なか研究室」の取扱いに

関する覚書 
平成 18 年 1 月 6 日 

日本政策金融公庫 
産学連携に関する業務連携・協力に 

関する覚書 
平成 17 年 11 月 2 日 

㈱関西みらい銀行 
産学連携に関する業務連携・協力に 

関する覚書 
平成 17 年 9 月 26 日 

彦根商工会議所 
産学連携に関する業務連携・協力に 

関する覚書 
平成 17 年 7 月 25 日 

近江八幡商工会議所 
産学連携に関する業務連携・協力に 

関する覚書 
平成 17 年 7 月 5 日 

㈱京都銀行法人金融部 
産学連携に関する業務連携・協力に 

関する協定書 
平成 17 年 4 月 28 日 

㈱パソナ 
産学官連携コーディネーター配置に 

伴う覚書 
平成 17 年 4 月 1 日 

京都信用金庫 
産学連携に関する業務連携・協力に 

関する覚書 
平成 16 年 11 月 12 日 

 

【学校】27 件 

～対大学～ 

締結部局 協定先 協定名称 締結日 

滋賀大学 

京都橘大学 連携及び協力に関する協定書 令和 6 年 6 月 4 日 

大妻女子大学 連携及び協力に関する協定書 令和 6 年 3 月 11 日 

国立音楽大学 連携及び協力に関する協定書 令和 5 年 7 月 28 日 



2.産学公連携活動の概要 滋賀大学産学公連携推進機構年報 No.6 2024.4-2025.3 

13 

 

締結部局 協定先 協定名称 締結日 

 

兵庫教育大学 
兵庫教育大学教員養成フラッグシップ

大学事業に関する覚書 
令和 4 年 11 月 1 日 

島根大学 包括的連携に関する協定書 令和 4 年 3 月 17 日 

帝京大学 連携協力に関する協定書 令和 3 年 2 月 16 日 

兵庫教育大学 連携協力に関する協定書 令和 2 年 12 月 1 日 

京都女子大学 連携及び協力に関する協定書 令和 2 年 11 月 6 日 

和歌山大学 連携及び協力に関する協定書 平成 30年 10月 11日 

立命館大学 教育研究協力に関する協定書 平成 20 年 3 月 25 日 

滋賀短期大学 相互協力協定書 平成 19年 11月 27日 

滋賀医科大学、滋賀県立大学、滋賀

短期大学、びわこ学院大学、滋賀文

教短期大学、成安造形大学、聖泉大

学、長浜バイオ大学、びわこ成蹊ス

ポーツ大学、立命館大学、龍谷大学 

単位互換に関する包括協定書（環びわ

湖大学・地域コンソーシアム） 
平成 17 年 3 月 30 日 

放送大学 単位互換に関する協定書 平成 16 年 4 月 12 日 

滋賀県立大学 単位互換に関する協定書 平成 14 年 3 月 13 日 

教育学研究科 

上越教育大学、岐阜大学、兵庫教育

大学、岡山大学、鳴門教育大学 

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研

究科の設置及び運営に関する構成国立

大学法人間協定書 

平成 31 年 1 月 23 日 

京都教育大学、大阪教育大学、奈良

教育大学、和歌山大学の各大学院教

育学研究科 

単位互換に関する協定書 平成 8 年 1 月 30 日 

経済学部 富山大学経済学部 単位互換に関する協定書 昭和 49 年 7 月 1 日 

 

～対高等学校～ 

締結部局 協定先 協定名称 締結日 

滋賀大学 

㈻創志学園クラーク記念国際高等学校 包括的連携協力に関する協定書 令和 6 年 3 月 4 日 

福井県立若狭高等学校 連携協力に関する協定書 令和 4 年 7 月 25 日 

滋賀県立彦根工業高等学校 連携協力に関する協定書 令和 3 年 10 月 5 日 

武庫川女子大学附属中学校・高等学校 連携協力に関する協定書 令和 3 年 6 月 23 日 

島根県立松江南高等学校 連携協力に関する協定書 令和 2 年 11 月 11 日 

兵庫県立姫路西高等学校 連携協力に関する協定書 令和 2 年 7 月 30 日 

香川県立観音寺第一高等学校 連携協力に関する協定書 令和 1 年 5 月 14 日 

データサイエ

ンス教育研究

センター 

滋賀県立虎姫高等学校 高大連携に関する協定書 平成 28年 12月 12日 

経済学部、 

データサイエ

ンス教育研究

センター 

滋賀県立彦根東高等学校 高大連携に関する協定書 平成 28年 12月 12日 

経済学部 滋賀県立八幡商業高等学校 協定書 平成 17 年 1 月 12 日 
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【官公庁等】43 件 

～対政府機関等～ 

締結部局 協定先 協定名称 締結日 

滋賀大学 

内閣府経済社会総合研究所 連携協力に関する協定書 令和 5 年 6 月 30 日 

国立教育政策研究所 
教育データサイエンスの推進に係る連

携協力に関する協定書 
令和 4 年 10 月 25 日 

彦根地方気象台 連携・協力に関する協定書 令和 3 年 10 月 7 日 

独立行政法人統計センター 連携協力に関する基本協定書 平成 28 年 12 月 9 日 

総務省統計研究研修所 連携協力に関する覚書 平成 28 年 7 月 28 日 

データサイエ

ンス・AIイノベ

ーション研究

推進センター 

独立行政法人国際協力機構（JICA） 覚書 令和 5 年 10 月 4 日 

データサイエ

ンス教育研究

センター 

統計データ利活用センター（総務省

統計局・独立行政法人統計センター） 

データサイエンス分野における連携 

協力に関する覚書 
平成 31 年 3 月 20 日 

国立研究開発法人 理化学研究所 革

新知能統合研究センター 
連携協力に関する覚書 平成 29 年 2 月 15 日 

大学共同利用機関法人 情報・システ

ム研究機構 統計数理研究所 
研究協力に関する協定書 平成 28 年 10月 31 日 

 

～対自治体等～ 

締結部局 協定先 協定名称 締結日 

滋賀大学 

尼崎市 連携・協力に関する協定書 令和 4 年 3 月 30 日 

彦根市議会 連携・協力に関する協定書 令和 3 年 8 月 5 日 

三重県 
データサイエンス分野における連携・

協力に関する協定書 
令和 2 年 2 月 19 日 

野洲市 包括的な連携・協力に関する協定書 平成 30 年 6 月 27 日 

湖南市 実習生受入れに関する協定書 平成 30 年 6 月 13 日 

滋賀県 
滋賀県営住宅空き家の滋賀大学への 

提供に関する協定書 
平成 29 年 8 月 1 日 

竜王町 連携・協力に関する包括協定書 平成 29 年 2 月 20 日 

滋賀県教育委員会 覚書 平成 29 年 1 月 18 日 

滋賀県警察 サイバーセキュリティに関する協定書 平成 28年 12月 19日 

滋賀県 連携・協力に関する包括協定書 平成 28 年 3 月 28 日 

草津市 協力に関する協定書 平成 22 年 5 月 31 日 

多賀町 協力に関する協定書 平成 21 年 11 月 9 日 

東近江市 協力に関する協定書 平成 21 年 2 月 3 日 

湖南市 協力に関する協定書 平成 19 年 7 月 13 日 

高島市 地域連携にかかる協定書 平成 19 年 5 月 28 日 

愛荘町 協力に関する協定書 平成 19 年 4 月 12 日 

長浜市 協力に関する協定書 平成 17年 11月 10日 
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締結部局 協定先 協定名称 締結日 

滋賀大学 

彦根市 協力に関する協定書 平成 17 年 11 月 1 日 

大津市 協力に関する協定書 平成 17 年 6 月 27 日 

近江八幡市 相互協力協定書 平成 17 年 1 月 22 日 

米原市 相互友好協力協定書 平成 16年 12月 16日 

教育学部 

特定非営利活動法人滋賀大キッズカ

レッジ＆地域教育支援センター 
連携・協力に関する協定書 平成 29 年 6 月 21 日 

滋賀県教育委員会 連携に関する協定書 平成 27 年 9 月 7 日 

大津市教育委員会 連携に関する協定書 平成 27 年 9 月 7 日 

近江八幡市教育委員会 連携に関する協定書 平成 27 年 9 月 7 日 

彦根市教育委員会 連携に関する協定書 平成 27 年 9 月 7 日 

草津市教育委員会 連携に関する覚書 平成 27 年 9 月 7 日 

栗東市教育委員会 連携に関する覚書 平成 27 年 9 月 7 日 

守山市教育委員会 連携に関する覚書 平成 27 年 9 月 7 日 

守山市教育委員会 相互協力協定書 平成 20 年 4 月 23 日 

野洲市教育委員会 相互協力協定書 平成 19 年 12 月 3 日 

栗東市教育委員会 相互協力協定書 平成 17 年 6 月 7 日 

データサイエ

ンス教育研究

センター 

大津市 連携・協力に関する協定書 平成 30 年 8 月 30 日 

環境総合研

究センター 
公益財団法人国際湖沼環境委員会 

「総合的湖沼流域管理（ILBM）のため

の知識ベースシステム LAKES-Ⅲ」普及

促進のための連携・協力に関する覚書 

平成 28 年 12 月 1 日 

 

【広域協定】4 件 

締結部局 協定先 協定名称 締結日 

滋賀大学 

総務省統計局、独立行政法人統計セ

ンター、和歌山県 

データサイエンス分野における連携 

協力に関する協定書 
令和 1 年 11月 25 日 

滋賀県、滋賀県立大学、滋賀文教短

期大学、聖泉大学、長浜バイオ大学、

彦根市、長浜市、彦根商工会議所、

長浜商工会議所 

彦根・長浜地域における学術文化教育

基盤形成に係る大学・短期大学と地方

自治体、産業界等との包括連携に関す

る協定書 

平成 30年 9月 25 日 

滋賀県、滋賀医科大学、滋賀県立大

学、長浜バイオ大学、立命館大学、

龍谷大学、㈱滋賀銀行、㈱関西アー

バン銀行、滋賀県産業支援プラザ、

㈱リバネス 

滋賀発成長産業の発掘・育成に関する

連携協定書 
平成 29年 4月 12 日 

滋賀県立大学、財団法人国際湖沼環

境委員会 
研究協力協定書 平成 19 年 7 月 21 日 

 

【合計】 160件 
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数字からみる連携状況 
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本学では、2015 年 9 月の国連サミットで採択された持続可能な開発目標（SDGs）の趣旨に賛同し、様々な活動に

取り組んでいます。持続可能な世界を実現しうるための 17のゴール、169のターゲットから構成される SDGsの到達

目標達成に向け、学生・教職員が一体となって取り組んでおり、キャンパス全体で SDGs達成への気運が高まってい

ます。 

未来社会に向けた「滋賀大学の SDGs」の取組として、社会や自然との共生のための循環型社会を実現し、一人

一人が多様な幸せ（well-being）に満ちた日々を送れるよう活動することで、社会の価値創出と課題解決に貢献する

ことを目指しています。 

 

特設サイトでの情報発信                       特設サイト QR コード▶ 

滋賀大学産学公連携推進機構のホームページ内に SDGs の特設ページを設け、本学で実施されている SDGs 活

動を社会に幅広く情報発信しています。 

 

 

滋賀県のマザーレイクゴールズ（MLGs）にも賛同 

マザーレイクゴールズ（MLGs）は、琵琶湖版の SDGs として、2030年の環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環

の構築に向け、琵琶湖を切り口とした独自のゴールを設定するものであり、びわ湖の日 40周年となる 2021年 7月 1

日に策定され、地域と深く関わり活動している本学もその趣旨に賛同しました。 

 

本学と SDGs の関連で連携をご希望のみなさまへ 

本学では SDGs達成に向け、地域の皆様との連携を重視しております。本学との連携をお考えの際は産学公連携

推進機構までお気軽にお問合せください。 

 

滋賀大学 SDGs の取組み 
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滋賀大学では、多くの教員が政府及び政府系機関、県内外の自治体、教育委員会や公共団体等の委員会、審議

会等の委員を務めている。また、企業のアドバイザー、研究所の研究員、教科書の執筆、編集等、多岐にわたって

それらの運営と発展に貢献している。 

教員の委員等活動件数（令和 6 年度） 

 教育学系 経済学系 DS 学系 その他 

委員等活動件数 143 153 62 67 

 

令和 6年度の一例を紹介する。 

【就任先】 

＜政府及び政府系機関等＞ 

内閣府 

財務省 

文部科学省 総合教育政策局、研究振興局、文化庁、 

科学技術・学術政策研究所、 

国立教育政策研究所 

農林水産省 農村振興局 

国土交通省 総合政策局、近畿地方整備局 

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 

国立研究開発法人 情報通信研究機構 

国立研究開発法人 科学技術振興機構 

国立研究開発法人 理化学研究所 

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構国立国語研究所 

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構生理学研究所 

大学共同利用機関法人 情報システム機構統計数理研究所 

独立行政法人 日本学術振興会 

独立行政法人 日本学生支援機構 

独立行政法人 経済産業研究所 

知的財産高等裁判所 

公益社団法人 日本医師会 

公益社団法人 日本医療ソーシャルワーカー協会 

公益財団法人 大学基準協会 

公益財団法人 日本気象学会 

＜県内外の自治体＞ 

滋賀県 

大阪府 

京都府 

福井県 

青森県 

＜県内外の自治体の教育委員会＞ 

＜県内外の各市町＞ 

＜他大学、研究機関＞           他多数 

【就任職名】 

河川保全利用委員会委員 

教員育成協議会委員 

子ども・子育て応援団支援事業計画策定検討委員会委員 

放課後対策事業検討会議委員 

買い物ごみ・食品ロス削減推進協議会委員 

特別支援教育支援委員会委員 

人権施策推進審議会委員 

文化財保存活用地域計画策定協議会委員 

企業立地審査会委員 

廃棄物減量等推進審議会委員 

動物生命科学研究倫理委員会委員 

税制審議会委員 

データイノベーションネットワークアドバイザー 

音声言語情報処理研究運営委員会委員 

データ活用ネットワーク委員 

＜政府、政府系機関委員会委員、審査会委員等＞ 

＜各自治体の委員会委員、審議会委員等＞ 

＜各教育委員会委員、スーパーサイエンスハイスクール

運営指導委員、アドバイザー等＞ 

＜各公共団体委員会委員、審査委員、アドバイザー等＞ 

＜各機関スーパーバイザー、アドバイザー等＞ 他多数 

 

教員による委員活動を通じての貢献 

 教員による委員活動を通じての貢献 
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滋賀大学は、地域社会の活性化と新たな価値創造のため、「滋賀大学地域ビジネスイノベーションコアリション」、

通称「SURBIC（サービック）」を設立しました。これは、大学の知見や研究成果、企業連携のノウハウを地域の皆様と

共有し、共に課題解決やイノベーション創出を目指すプラットフォームです。  

SURBIC の主な目的は、滋賀大学の研究力と、地域企業の課題意識を結びつけることです。例えば、企業の経営

者や担当者向けの「コアリションコンファレンス」を年間数回開催し、大学の研究成果や AI 活用に関する情報を提供

します。また、大学のリソースを活用した課題解決の相談や、研究者とのマッチングも行い、共同研究やコンサルティ

ング、人材育成といった具体的な連携に繋げています。成功事例の共有や参加者間の情報交換を通じて、新たなビ

ジネスチャンスの創出も期待されています。 

SURBICへの参加に費用は発生しません。特定のコミットメントを求めるものではなく、定期的な会合への参加を通

じて、大学と共に経営課題を解決する機会を提供することを目的としています。現在、関西みらい銀行や滋賀県信用

保証協会などの金融機関、滋賀経済同友会といった経済団体も協力機関として名を連ねています。 

SURBIC は、地域の企業との連携を通じて、地域のさらなる発展に貢献することを目指し参加企業を募集していま

す。この取り組みは、まさに滋賀大学が地域と共に歩み、未来を創造していくための重要な一歩と言えるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 

・ 企業の経営者の方またはご担当者に参加いただくコアリションコンファレンスを年間数回開催 

・ これまでの産学連携により得られた知見や AIなど大学の研究成果等に関する情報提供 

・ 大学のリソースを活用した課題解決につなげる相談、研究者とのマッチング 

・ 課題解決に関する事例開示、情報交換、意見交換 

・ 地域の企業様の課題解決を図る取り組み（共同研究、コンサルティング、人材育成など） 

・ 各種補助金等への共同申請に関する相談・調整 

滋賀大学地域ビジネスイノベーションコアリション SURBIC 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Institute for Corporate Relations and Social Innovation 

3 アントレプレナーシップ教育の推進 
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社会が高度化、国際化する中で、知の創造拠点としての大学においては、アントレプレナーシップ（起業家精神）の醸成

はますます重要性が増している。特に AI 技術が進化し、ロボットが労働市場に浸透していく中では、自らを差別化する手

段としてアントレプレナーシップがますます高い価値を持つようになる。アントレプレナーシップは、新しいベンチャーや産

業の立ち上げだけでなく、既存の企業や機関の内部で革新的な価値を生み出すためにも重要なエネルギーとなるだろう。

アントレプレナーシップを構成するのは、革新的創造力（creativity）、論理的思考力（critical thinking）、伝達力

（communication）、協働力（collaboration）の 4つのスキルと情熱（passion）である。変化が激しい時代において、社会をより

良い方向に変革する「ゲームチェンジャー」としての人材育成が、大学教育に今求められている。 

今年度のアントレプレナーシップ部門では、全学共通教養科目として講義中心の「アントレプレナーシップⅠ」と PBL

（Project Based Learning）型授業「アントレプレナーシップⅡ」「リベラルアーツ総合探究Ⅱ」、そして、滋賀県信用保証協会

との協力授業としてプロジェクト科目「起業と資金計画を実践的に学ぼう」を開講。また、小学生から大学生、一般市民を

対象とした 3 日間の公開講座「デザイン思考とマーケティング」を開講するなど、ゲームチェンジャー育成のための講義・

講座を滋賀大学の全学部の大学生・大学院生のみならず幅広く行っている。それに加え、定期的に起業相談会も実施し、

個別対応も実施している。 

現代社会は変動性や不確実性が高く、複雑で曖昧な状況である「VUCA（Volatility、Uncertainty、Complexity、

Ambiguity）」にあふれている。この環境では予測困難な事態が頻繁に発生し、従来の戦略や計画が通用しにくくなってい

るため、柔軟性や創造性を持って対応する必要がある。特に、リモートワークやオンライン教育の普及に伴う新しい働き

方や学び方の変革は、アントレプレナーシップ教育の重要性を一層高めている。アントレプレナーシップ教育の推進に関

しては、学生の能力を育むための教育内容の充実だけでなく、滋賀大学認定ベンチャーなどの起業支援も重要である。

今後も関係機関との連携を強化し、アントレプレナーシップ教育の発展に努めていかなければならない。 

（文責：経済学部 准教授 山下 悠） 

アントレプレナーシップ教育の推進 3 
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１．はじめに 

アントレプレナーという言葉は、起業家と一般に翻訳されるが、アントレプレナーシップとは、高い創造意欲を持ち、

リーダーシップを発揮して困難な社会問題にもチャレンジ精神取り組み、協調と協働を図りながら、社会をよりよくし

ていく起業家的思考・行動能力をいう。従ってアントレプレナーシップは、起業を考えている人だけに必要なものでは

なく、企業や自治体など既存の組織で仕事をする人や自分で資格を取得して働く人など、全ての社会人に求められ

る必須の要件である。 

日本社会を俯瞰すると少子高齢化などの人口減少時代、都市と地域の格差や分断など、社会課題も山積してお

り、これらを解決するためのイノベーションが求められている。「VUCA」と呼ばれる先が読めない時代の中、これから

社会に出る学生にとっては、アントレプレナーシップを醸成し、自分の頭で考える事の重要性が益々強くなるだろう。

このような背景の中、アントレプレナーシップ教育の魁として、2019年秋学期から、全学一般教養科目として、講義中

心の「アントレプレナーシップⅠ」を、2020 年度春学期に PBL 型授業「アントレプレナーシップⅡ」の 2 つの講座を順

次開講し、その後 2023年度に通年で「Ⅰ・Ⅱ」が履修できるように、開催学期の変更を行った。 

また、定期的に学部生・大学院生・教職員向けに起業相談会も実施し、個別対応も実施している。本年度も 2018

年度に制定した「滋賀大学認定ベンチャー制度」への相談が多く寄せられるなど、大学発ベンチャーが生まれる土壌

ができてきている。 

アントレプレナーシップ教育の推進については、関係機関や外部有識者とも連携して、今後さらなる教育内容の質

的充実とともに、量的拡大も検討していかねばならない。 

 

２．講義「アントレプレナーシップⅠ」の実施 

講義は、革新的創造力（creativity）、論理的思考力（critical thinking）、伝達力（communication）、協働力

（collaboration）の 4 つのスキルを磨くために、実務家の方々の体験談やマーケティングの実例などの座学と共に、

自らが考える演習問題（未来予測、ビジネスアイデア、ビジネスアイデア改）で構成されている。講師陣は、シリアル

アントレプレナーや企業内起業家（イントレプレナー）、第二創業など多彩であり、また滋賀大学認定ベンチャーにも、

ご協力いただいた。公開授業化もしており、社会人の受講を含め本年度は過去最高の 385 名が受講し、対面と

Zoomを使ったリアルタイムオンライン等ハイブリットで行った。履修生の経済学部：DS学部の比率は、約 3：1で、

1～2回生が多く参加している 

「アントレプレナーシップ」という言葉を初めて聞いたという学生も多く、起業というものが遠く感じていたが、クリエ

イティブを磨く演習問題等カリキュラムを体験し、講座終了時のコメントでは、「起業に対するハードルが下がった」

「アントレプレナーシップは、単に起業する人だけでなく社会に出るための必須のスキル」「他の人の提出課題と見比

べて、自己スキルの強み弱みがわかった」「ビジネスの難しさと面白さが感じられた有意義な講義であった」など、受

講後の満足度も高く、加えてアントレプレナーシップの重要性を多くの受講生が概ね理解できたようである。 

 

 

 

 

 

全学共通教養科目「アントレプレナーシップⅠ,Ⅱ」 
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講義のラインナップ 

セッション タイトル 講師 

1 2024 年 4 月 11 日 アントレプレナーシップとは何か 
上田 雄三郎 

2 2024 年 4 月 18 日 未来を予測してみる 演習① 

3 2024 年 4 月 25 日 思いつきはダイヤモンド 
株式会社ブリスタ 代表 

高橋 瑞季 氏 

4 2024 年 5 月 2 日 マーケティング実践例に学ぶ 上田 雄三郎 

5 2024 年 5 月 9 日 私がイヴケアを始めた理由 
滋賀大学教育学部 

大平 雅子 教授 

6 2024 年 5 月 16 日 演習①発表 ビジネスモデルについて 上田 雄三郎 

7 2024 年 5 月 23 日 ビジネスモデルについて 演習② 上田 雄三郎 

8 2024 年 5 月 30 日 新時代のルールメイキング 
株式会社メルカリ 広報室 

高橋 亮平 氏 

9 2024 年 6 月 6 日 好きなことで起業する 
株式会社ソトアソ 代表 

菊川 光徳 氏 

10 2024 年 6 月 13 日 どのように起業するのか 

株式会社 日本政策金融公庫 

京都創業センター長 

西村 敏 氏 

11 2024 年 6 月 20 日 演習②発表 演習③ 上田 雄三郎 

12 2024 年 6 月 27 日 第二創業について 
大西常商店 社長 

大西 里枝 氏 

13 2024 年 7 月 4 日 大阪ガスの新規事業展開 
大阪ガス株式会社 新規事業推進室 

田中 大樹 氏 

14 2024 年 7 月 11 日 ブランドとは何か（オンライン） 上田 雄三郎 

15 2024 年 7 月 18 日 演習③発表 まとめ 上田 雄三郎 

 

◎受講前受講後のアンケートによるスキル向上度合い 

スキル 受講前 受講後 差異 

創造力（creativity） ４．９６ ６．０４ ＋１．０８ 

論理的思考力（critical thinking） ５．４５ ６．６６ ＋１．２１ 

伝達力（communication） ５．５０ ６．７４ ＋１．２４ 

協働力（collaboration） ５．８７ ６．８９ ＋１．０２ 

（受講前と受講後の１０段階での自己評価による） 

 

３．講義「アントレプレナーシップⅡ」の実施 

「アントレプレナーシップⅡ」は PBL 型授業として、本年度は秋学期に開講した。PBL 型授業とは、実際の事業者

の課題を抽出し、解決策を提言するものである。本年度の協力事業者は、彦根市の双葉荘さまと、彦根麦酒さまに

ご協力いただいた。具体的には、2 つの事業者の方から直接話を聞いて、どちらかの事業者の課題に取り組むかを

自主的に決める。そして、「アントレプレナーシップⅠ」で体得したスキルを応用して、グループで討論して課題を見つ 
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け出し、解決策を考えてグループでプレゼンするものである。チームの進捗状況に合わせたきめ細かいアドバイスや

ミニ講義を挟んで、提案の質的向上を行い、また、事前に模擬プレゼンを実施し、完成度を上げていった。2コマ連続

講義という他にあまりない形態の授業であったが、11名の学生が受講。3つのチームに分かれて、ヒヤリングや現地

視察などを行いながら、最終全チームが事業者に提案を行った。 

結果、事業者からも提案内容は大変好評で、ぜひ参考にしたいなどのコメントが寄せられた。 

 

講義のラインナップ 

セッション タイトル 

1 2024 年 10 月 7 日 オリエンテーション、CASE１紹介 

2 2024 年 10 月 21 日 
兼松講師の話（コンサルの手法について）

CASE1 続き 

事業者からの課題提起・ヒヤリング・ 

グループでの論点整理 

3 2024 年 10 月 28 日 グループでの論点整理続き Swot 分析 グループ発表 

4 2024 年 11 月 4 日 チーム分け チームでのブレスト チームでのワーク 

5 2024 年 11 月 11 日 チームでのワーク（現地視察など） チームでのワーク（アイデア発表会準備） 

6 2024 年 11 月 18 日 アイデア発表会 チームでのワーク（中間報告会準備） 

7 2024 年 11 月 25 日 中間報告会 チームでのワーク（最終報告会準備） 

8 2024 年 12 月 9 日 ビジネスアイデア最終報告会 まとめ 

 

◎受講前受講後のアンケートによるスキル向上度合い 

スキル 受講前 受講後 差異 

創造力（creativity） ６．５５ ６．８２ ＋０．２７ 

論理的思考力（critical thinking） ６．５５ ７．６４ ＋１．０９ 

伝達力（communication） ６．３６ ６．７３ ＋０．３７ 

協働力（collaboration） ６．８２ ７．５５ ＋０．７３ 

（受講前と受講後の１０段階での自己評価による） 

 

 

（アントレプレナーシップⅠ） 
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（アントレプレナーシップⅡ）フィールドワークと発表 

   

   

 

４．高等学校等からの要請 

滋賀大学でのアントレプレナーシップ教育に関心を持った、滋賀県教育委員会や県内の高等学校から「探求学習」

へのサポートやアントレプレナーシップ教育についての講演会などの要請があり、下記にて対応した。 

 

年月日 相手先 内容 

2024 年 4 月 19 日 虎姫高校 「探求学習」の問いの立て方についての講演 

2024 年 7 月 1 日 虎姫高校 テーマ設定に対しての指導 

2024 年 10 月 25 日 虎姫高校 中間発表に対する指導 

2024 年 11 月 12 日 
滋賀県教育委員会 

高等教育課 
県内 8 校の中間発表に関するコメント 

2024 年 12 月 12 日 虎姫高校 発表のまとめに関する指導 

2024 年 12 月 17 日 虎姫高校 発表のまとめに関する指導 

2024 年 12 月 25 日 
滋賀県教育委員会 

高等教育課 
「学びの祭典」 審査員 

2025 年 1 月 15 日 虎姫高校 1 年生に向けた講演「探究学習とは」 

2025 年 1 月 31 日 大津商業高校 前項発表会に関する全体講評 

2025 年 2 月 15 日 虎姫高校 最終発表会・パネルディスカッション 

 

（文責：産学公連携推進機構 特命教授 上田 雄三郎） 
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１．授業の概要 

今年度から開始された「滋賀大学未来創生リベラルアーツプログラム」のうち、地元企業などと連携して、社会課

題(企業または地域が抱える課題)の解決を目的とした授業である「リベラルアーツ総合探究Ⅱ」を、アントレプレナー

シップセンターの提供科目として担当した。どのような社会課題に着目してどのような企業と連携するかの調整を行

っていたところ、2023 年 12 月に滋賀県中小企業家同友会青年部とアントレプレナーシップセンターと共催で滋賀大

学講堂にて開催した「滋賀の虎：学生に評価されない会社に未来はない」において、挑戦者として事業計画をプレゼ

ンテーションしていただいた株式会社お米の家倉の家倉敬和代表取締役にお引き受けいただき、農業についての

2 つの課題（短期的・長期的課題）について、グループワークを通じて新たな商品もしくはサービスの企画を行う授業

を実施した。 

２．授業の構成・成果 

この授業では、デザイン思考を用いた商品企画のプロセスを、参考書として指定した『１からの商品企画』で学ぶと

ともに、それを用いて家倉様が抱える 2 つの課題に対して解決策を考えることができるようになることを目標とした。

そのため、2 回目の授業で家倉様に「米農家の現実と展望」というテーマで講演していただいた後に、3 回目の授業

で商品企画のプロセスの概要を説明し、知識の共有化を行った。4 回目の授業からは、①探索的調査、②コンセプト

デザイン、③検証的調査、④企画書作成の 4 つの段階の最後に家倉様ならびに私のチェックを行うステージ・ゲート

法を用いるため、各段階で「グループワーク（授業 2回分)＋プレゼンテーションと家倉様・私からの評価(授業 1回分)」

を行うかたちで授業を実施した。 

この授業には 4 回生 5 名、3 回生 3 名、1 回生 4 名の計 12 名の学生が履修した。3 名のチームを 4 つ作り、1 つ

の課題に 2 チームが挑戦して、最終回の授業で実施するプレゼンで優勝チームを決める形式としたが、アントレプレ

ナーシップセンターの協力事業である起業家体験プログラム「Startup Weekend」に参加するなど商品企画の経験が

ある学生が必ず 1 名はチームにいるとともに、できるだけ他の学年の学生と交流できるようにチーム分けを行った。

この効果は①探索的調査の段階から発現され、参考書にも掲載されていないマーケティング戦略の基本道具である

「STP分析」にしたがい、全チームが異なる顧客層をターゲットとして活動していたのには驚かされた。 

最終回の授業でイベント企画のプレゼンテーションを行った 2チームについては、授業終了後も家倉様と活動を続

け、ともに 3月 2日(日)にイベントを開催するなど一定の成果は出たと感じる。 

３．授業を終えて 

授業後に実施した独自の授業評価アンケートでは、「企業

と共同でイベントの企画が行えて良かった。先生と企業の方

から的確な指摘をいただけて企画力の向上に繋がった」や

「自由度が高く、自分たちの意見が狭められることがなかっ

たこと。またそこに対する的確なフィードバックをもらえた」な

どの意見があった。授業の進め方や私から伝える部分につ

いては改良を行いながら、来年度もこの授業を開講する予

定にしている。 

（文責：経済学部 准教授 山下 悠） 
  

全学共通教養科目「リベラルアーツ総合探究Ⅱ」 
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滋賀大学では、未来社会を支える人材の育成を目的として、社会人がスキルや専門性を高め、能力を最大限発

揮できるよう様々なプログラムを用意しています。人間中心の社会である Society5.0 の到来に向けて、個人の実践

的な能力・スキルの習得、企業の競争力向上に資するリカレント教育プログラムの開発・展開により、一人ひとりの

多様な幸せ（well-being）と我が国の成長の実現に貢献しています。 

 

【リカレント教育プログラムの概要】 

本学のリカレント教育プログラムは、①「社会人のための

キャリアアップコース」、②「企業のための人材高度化コー

ス」、③「誰でも学べるオンラインコース」という 3 つのカテゴ

リーで提供しています。 

 

 

① 社会人のためのキャリアアップコース 

データサイエンス研究科、経済学研究科、教育学研究科（教職大学院）において、社会人コースや社会人が受講

しやすいカリキュラムを設け、キャリアアップに繋がる高度な専門知識・能力を習得するためのプログラムを提供して

います。また、科目等履修生や研究生という形でも社会人を受け入れています。さらに、オープンプログラムとして

「ウエルネスツーリズムプロデューサー養成講座」、「データサイエンスセミナー」、「自治体経営戦略塾」、「公共経営

イブニングスクール」なども実施しています。 

 

② 企業のための人材高度化コース 

データサイエンス領域での企業ニーズに応じて「オーダーメイド研修会の提供・開催」や「企業派遣社会人の大学

院データサイエンス研究科への受け入れ」、「DS-MOOC講座の提供」など様々なプログラムを提供しています。 

 

③ 誰でも学べるオンラインコース 

「データサイエンス MOOC シリーズ」などを、インターネット上で誰もが受講できる MOOC 講座としてドコモ「gacco」

を通じて無料で公開提供しています。 

この「データサイエンス MOOC シリーズ」は、希望する企業に有償で提供しており、様々な民間企業で活用されて

います（有償版では、無料版の内容に加え、質問対応などのサポートを付与）。 

 

その他、様々な分野の専門家による「公開講座」やスポーツ科学を通じた「滋賀大スポーツカレッジ」、大学の授業

を広く一般に提供する「公開授業」なども行っています。 

 

リカレント教育の推進 4 

滋賀大学のリカレント教育 －未来社会を支える人材育成－ 
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データサイエンス研究科、経済学研究科、教育学研究科（教職大学院）では、キャリアアップに繋がる高度な専門

知識・能力を習得するためのリカレント教育プログラムを提供しています。特に、データサイエンス研究科では、企業

等からの派遣社会人を積極的に受け入れ、社会で即戦力となるデータサイエンティストの育成を行っています。また、

教職大学院や経済学研究科においても新たなコース・プログラムを設けるなど、リカレント教育の拡充を進めています。 

 

１．教育学研究科（教職大学院） 

教職大学院では、学校経営力開発、教育実践力開発、授業実践力開発、ダイバーシティ教育力開発の 4 つのコ

ースを設けて、社会の変化や諸課題に対応しうる高度な専門性を備えた力量ある教員を養成しています。また、①

データサイエンス教育の導入、②確実な教科の指導力を備えた教員の養成、③地域の多様な教育的ニーズ（ダイバ

ーシティ）に対応できる教員の養成、④教員のキャリアステージに対応した資質・能力の育成と養成する教員像の明

確化という 4つの方針により充実・発展を図っています。 

さらに、文部科学省から「デジタルと掛けるダブルメジャー大学院教育構築事業」に選定され、2024 年度から教育

のＤＸ化とそのためのＧＩＧＡスクール構想に対応する地域リーダーとなる教員を輩出するプログラムを開始しました。 

【各コースの概要】 

■ 学校経営力開発コース 

現職教員を対象として、学校や地域の教育課題を俯瞰的に把握し解決する課題解決力、学校の組織・カリキュラ

ムを改革できる学校マネジメント力、地域と歩む学校づくりを推進する連携協働力を備えて、地域レベルの学校改

善を牽引できるトップリーダー（地域リーダー）を養成するコースです。 

■ 教育実践力開発コース 

現職教員を対象として、広い視野で教育活動を俯瞰し、同僚と協働して、校内研修を企画し、教科指導や生徒指

導を牽引できる高度な教育実践力を備えたミドルリーダーを養成するコースです。 

■ 授業実践力開発コース 

主に学部新卒学生を対象として、学級・教科担任として十分な教育実践力、授業実践力と学級経営力、保護者や

地域と連携できるコミュニケーション力、同僚教師と協働して新しい学びを推進できる能力を備えた新人教員を養

成するコースです。 

■ ダイバーシティ教育力開発コース 

学部新卒学生・現職教員を対象として、発達上の課題や障害、心身疾患・問題、いじめ、不登校、虐待、外国人児

童生徒など、多様な教育的ニーズを抱える子どもの育ちを広い視野から的確に捉えて、発達や心の健康を支える

専門性を備えた教員を養成するコースです。 

 

２．経済学研究科 

本研究科は、グローバルな視点と高度な専門能力を持つ「高度専門職業人」を養成することを目的としています。 

博士前期課程では、戦略的思考を有した地方行政のプロフェッショナルから、戦略的マネジメントやマーケティング

の専門家、起業家、税理士、高度なデータ分析専門家など、多彩な高度専門職業人の養成に対応しています。また、

アカデミックな目で現職務を見直し自分の進む道を再確認したい方、実務経験を総括し生涯の知的満足を満たしたい 
 

社会人のためのキャリアアップコース 大学院におけるリカレント教育 
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方、アカデミックなアプローチを通じて培われる能力を高度専門職業人として生かしたい方や研究者を目指す方など

にも幅広く対応しています。 

さらに、2024年度からは、経済・経営の専門知識にデータサイエンスの実践的知識・スキルを融合させ、生成系 AI

も含む DX 化時代の次世代管理職/経営幹部に必要な力を備えた人材を育成するため、日本初の学位「修士（経営

分析学）」（MBAN（Master of Business Analytics））を授与する「経営分析学専攻」を設置しました。『MBAN』は Master 

of Business Analyticsの略で、『経営分析学修士』と訳されます。海外では MIT（マサチューセッツ工科大学）や UCLA

などで同様のプログラムが提供されており、 従来の MBA とは違い、経済・経営の専門知識にデータサイエンスの実

践的知識・スキルを融合させ、生成系 AI も含む DX化時代の次世代管理職/経営幹部に必要な力が身につきます。 

海外で注目されているこの学位プログラムを、滋賀大学が日本で初めて提供しています。 

また、博士後期課程では、経済学及び経営学に基づき体系的、総合的なリスク分析能力とリスク管理能力を備え

た、国際的に活躍出来るグローバル・スペシャリストとしての「リスク・リサーチャー」を養成しています。 

 

３．データサイエンス研究科 

博士前期課程 

博士前期課程では、複数分野の領域知識をもち、方法論とデータをつなぎ、価値を生み出す人材を育成します。

より具体的には、「領域の課題を見つけ、データを取得し、前処理をし、モデルを決め、最適化法を選び、分析結果を

解釈してわかりやすく伝え、意思決定につなげる」一気通貫型の人材です。企業等からの派遣社会人の多くは、修

了後研究成果を持って企業に戻り、それぞれの企業におけるデータサイエンス分野の発展を担っています。 

 

 

 

博士後期課程 

博士後期課程では、「データサイエンスに関する新たな基盤技術を生み出し、新たな価値創造の『場』の開

拓につなげることができる」業界を代表する高度な人材を育成します。 
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No. 講義名・講師名（敬称略） 講義内容・教育手法 

セッション 2 

「ツーリズムビジネス

を実際に体験する」 

2024 年 12 月 5 日（木） 

9:45～16：00 

 

＜場所＞ 

高島市 風花の丘ほか 

フィールドワーク 

「自然にふれあい、心身を整えるヒントを得る旅」 

【当日のスケジュール】 

風花の丘集合 

イントロダクション 

森あそび 

（講師：タネからプロジェクト 清水 美里） 

発酵調味料でスパイスカレーをつくろう 

（講師：お米食堂なごみ 釆野 由美） 

2023年度の受講生の話 

（5期生 竹内 裕美子 山本 真弓） 

ワークショップ「今日の講義で感じたこと」 

第 5 期生が企画したツア

ーのプログラムを自ら体

験し、お客様視点から体

験プログラム策定の気付

きを得る。 

セッション 3 

「ビジネスプランを創

る１」 

2025年 1月 9日（木）

11:00～16：00 

 

＜場所＞ 

大津サテライトプラザ 

会議室 

「ウエルネスツーリズム推進の在り方」 

講師：プランニングオフィスディギン 代表 

滋賀大学プロジェクトアドバイザー 紀平 健介 

「ビジネスプランの創り方」 

講師：滋賀大学 産学公連携推進機構 特命教授 

上田 雄三郎 

チーム分けミーティング 

グループワーク 

・ふりかえり 

ビジネスプランの作成手

法を学ぶ。また、チーム

を編成しそれぞれが、ビ

ジネスプラン策定に着手

する。 

セッション 4 

「ビジネスプランを創

る②」 

2025年 1月 23日（木） 

11:00～16:00 

＜場所＞ 

大津サテライトプラザ 

会議室 

「地域創造観光とエコツーリズム」 

講師：日本エコツーリズム協会 理事 吉見 精二 

「ツアー事業・運営の進め方、考え方」 

講師：悠ツアー 代表 

滋賀大学プロジェクトアドバイザー 森 聖太 

ビジネスプランコンセプト発表会 

グループワーク・まとめ 

各ビジネスプランの骨子

を発表し、相互で共有を

図ると共に、講師のアド

バイスを受けてチーム毎

にビジネスプランを検討

する。 

セッション 5 

「ビジネスプランを創

る③」 

模擬発表会 

2025 年 2 月 6 日（木） 

11:00～16:00 

 

＜場所＞ 

大津サテライトプラザ 

会議室 

模擬発表会（5 プラン） 

【コメンテーター】 

高橋 誠（滋賀中央信用金庫 地域支援部 課長代理） 

丸尾 健（株式会社関西みらい銀行 法人営業部 

ビジネスプラザびわこ 所長） 

高倉 幹宗（株式会社京都銀行  

法人コンサルティング部 次長） 

吉見 精二（日本エコツーリズム協会 理事） 

井上 雪子（チェルカトラベル株式会社 代表取締役社長） 

グループワーク・まとめ 

ビジネスプラン素案を発

表し、金融関係者、コン

サルタントから助言を頂

き、さらに検討する。 
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No. 講義名・講師名（敬称略） 講義内容・教育手法 

セッション 7 

「ビジネスプランを発

表する／WTP 修了式」 

2025 年 3 月 13 日（木） 

12:30～17:00 

 

＜場所＞ 

滋賀大学 講堂 

 

 

ビジネスプランコンテスト（提案 5 プラン） 

【審査員】 

井上 雪子（チェルカトラベル株式会社 代表取締役社長） 

上田 雄三郎（滋賀大学 産学公連携推進機構 特命教授） 

川戸 良幸（公益社団法人びわこビジターズビューロー 会長） 

紀平 健介（プランニングオフィスディギン 代表、 

滋賀大学プロジェクトアドバイザー） 

髙木 和彦（滋賀県 商工観光労働部観光振興局副局長） 

森 聖太（悠ツアー 代表、 

滋賀大学プロジェクトアドバイザー） 

修了式 

コンテスト形式をとり、

ビジネスプランを発表

し、専門家からの評価、

助言を受ける。 

 

 

４）受講生一覧 

 所属機関 業種・職種等 地域 

1 ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 宿泊業 兵庫 

2 合同会社 輪な道 サイクルツアー 滋賀 

3 宗教法人 立志神社 神社 滋賀 

4 株式会社こころキッチン JP 料理研究家 京都 

5 
（株）博報堂関西支社（常駐）、NPO日本の祭りネットワーク（常駐）、

東日本国際大学、立命館大学 
プランナー 大阪 

6 株式会社しがぎん経済文化センター シンクタンク 滋賀 

7 高齢者施設、遠隔リハビリシステム開発会社 福祉関連 東京 

8 株式会社蓮月、立命館大学大学院ビジネススクール 2 回生 陶芸 滋賀 

9 NTT データ経営研究所 シンクタンク 東京 

10 個人 温泉療法士 京都 

11 滋賀大学 宿泊業 滋賀 

12 日本行政書士連合会 海事代理士会 行政書士 神奈川・静岡 

13 AZUSA SKIN & WELLNESS CLINIC 美容関連 滋賀 

14 医療法人弘英会 琵琶湖大橋病院 病院 滋賀 

15 株式会社 TCC Japan ホースセラピー 滋賀 

16 室戸市役所、地域おこし協力隊 行政 高知 

17 合同会社ホテルエスタシオン、日本リーシング不動産株式会社 不動産業 滋賀 

18 NPO 法人 まちづくり役場 副理事長 地域振興 滋賀 
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５）発表されたビジネスプランリスト 

最優秀賞 ナチュラルホースリトリート 馬に癒されて、こころをととのえる旅 

優秀賞 ご両親に「長寿の旅」の贈り物 デイサービスで！ファミリーで！ 

地域創生賞 ちょこっと寄り道 「feel the nature in 琵琶湖」 

日本の稼ぐ力賞 日本のお風呂生活に浸る旅 A journey to experience in Japanese FURO life   

クリエイティブ賞 塾向けウエルネス合宿 

 

６）講座の様子 

セッション 1 開講式の竹村学長 セッション 1 開講式での全体写真 セッション 2 フィールドワーク 
   

セッション 3 

チーム分けミーティング 

セッション 4 

コンセプト発表の様子 
セッション 5 模擬発表会 

   

セッション 5 

ワークショップの様子 

セッション 6 

ビジネスプラン発表 

セッション 6 

審査員からの講評 
   

セッション 6 表彰 セッション 6 修了証書授与 セッション 6 修了式での集合写真 

（文責：産学公連携推進機構 特命教授 上田 雄三郎） 
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参考資料 

2024年度ウエルネスツーリズムプロデューサー養成講座アンケート 

 

＜受講者の学習理解度＞ 

項目 開講時 修了時 増減 

①日本の観光政策や人材育成への理解と対応 2.8 3.7 +0.9 

②ウエルネスツーリズムの理解 3.3 4.2 +0.9 

③地域の魅力や資源の理解 3.5 4.0 +0.5 

④自社の魅力や資源の理解 3.6 4.1 +0.5 

⑤ウエルネスツーリズムに関する先進的な取組みの理解 2.8 3.9 +1.1 

⑥自社マーケットの選択と独自ポジションの構築 3.1 3.7 +0.6 

⑦ビジネスプランニングの理解と事業計画の作成 2.6 3.7 +1.1 

⑧ビジネスプランのプレゼンテーション 2.4 3.7 +1.3 

受講者全体平均 3.0 3.9 +0.9 

5：かなりできている、4：できていることもある、3：どちらともいえない、2：あまりできていない、1：ほとんどできていない 

 

＜受講者の本講座全体に対する評価＞ 

本講座の募集要項は、講座の目標、内容等を明確に示していましたか 

回答内容 回答数 割合 

そう思う 14 78% 

どちらかと言えばそう思う 2 11% 

どちらかというとそう思わない 1 6% 

そう思わない 1 6% 

合計 18 100% 

（自由意見） 

・ウエルネスツーリズムを学ぶだけでなく実際にプラン化し、実装するという目的がはっきりしており、学ぶ側としても

この講義で何がポイントになるのか常に考え参加することができたと思います。 

・ウエルネスの定義が広すぎて、参加者も理解できていなかった。 

 

本講座は体系的に行われていましたか 

回答内容 回答数 割合 

そう思う 13 72% 

どちらかと言うとそう思う 5 28% 

どちらかと言うと思わない 0 0% 

そう思わない 0 0% 

合計 18 100% 

 

78%

11%

5%
6%

そう思う

どちらかと言えばそう思う

どちらかと言うと思わない

そう思わない

72%

28% そう思う

どちらかと言うとそう

思う
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（自由意見） 

・座学、体験、グループワークがあり体系的に学べました。 

 

セッションの回数（全 6 回）はいかがでしたか 

回答内容 回答数 割合 

多かった 0 0% 

適切であった 14 78% 

少なかった 4 22% 

合計 18 100% 

（自由意見） 

・もう 2 ヶ月スタートを早めて 8 回くらいあってもいいのかな。年末年始が期間に入っているのは時間が取られるので、

もったいないなと思いました。2 万円になるかもしれませんが。何がしたくて入ってきたのか、もっと話すそして聞く

時間があれば、よかったかなと思いました。 

 

 

各セッションの時間（開始～終了）はいかがでしたか 

回答内容 回答数 割合 

適切であった 16 89% 

まあ適切であった 2 11% 

あまり適切でなかった 0 0% 

合計 18 100% 

（自由意見） 

・その日の朝、県外から来られる方もいることを考えると適切かもしれませんが、せっかく顔を合わせて集まれる機会に、

もう少し長い時間だったら話し合いの時間も取れたと思います。 

 

 

グループでのビジネスプラン策定はいかがでしたか 

回答内容 回答数 割合 

非常に意義があった 18 100% 

普通 0 0% 

あまり意義はなかった 0 0% 

合計 18 100% 

（自由意見） 

・自分だけの理解や知見でするのと比べると、他の皆さんとの関わりの中で格段に広く深く学べました。 

・若い方々とのチームとなったことで、新鮮なアイデアをたくさん頂いた。 

・ビジネスプランの内容は想像していませんでしたが、ビジネスプランの実装を目的のひとつとして本講座に申し込んで

いたので、メインテーマと思っています。 
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22%

適切であった

少なかった

89%

11%

適切であった

まあ適切であった

100%

非常に意義があった
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本講座を受講した成果としてどのようなことが重要ですか 

回答内容 回答数 割合 

ウエルネスツーリズムに関する知識を深めた 13 24% 

ウエルネスツーリズムのビジネスの可能性を感じることができた 14 26% 

ビジネスプラン作成により自社の事業展開方向を描くことができた 8 15% 

会社の中核人材としての意識を高め、自己の成長につながった 4 7% 

受講生同士のネットワークを構築することができた 15 28% 

合計 54 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自由意見） 

・何よりも自分自身がウエルネスな生き方をし続け、ウエルネスツーリズムという新しい経験の時間を提供していくこと

に強いモチベーション、インスピレーションを得たことです。 

・グループワークがメインでしたので、他の受講生とじっくり話すことはほとんど無かったのですが、顔を合わせるたび

に繋がりができたように思います。 

 

 

全体として成果がありましたか 

 

回答内容 回答数 割合 

非常に成果があった 15 83% 

成果があった 3 17% 

あまり成果がなかった 0 0% 

成果がなかった 0 0% 

合計 18 100% 

（自由意見） 

・健康や旅だけでなく、ビジネスや持続性、地域を巻き込む力など必要なものをたくさん吸収できたと思います。 
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あなたは提案したビジネスプランをどのようなスケジュールで事業化したいですか 

回答内容 回答数 割合 

今年中に事業化したい 4 22% 

できるだけ早い段階で事業化したい 12 67% 

3 年以内に事業化したい 0 0% 

わからない 2 11% 

合計 18 100% 

（自由意見） 

・滋賀在住ではないですが、これからも定期的に訪れてモデルコースから実装したいです。 

・事業化までは考えていませんが、年内に発表したビジネスプランを基に実装したいです。 

 

 

事業化にあたっての課題はなんですか 

回答内容 回答数 割合 

会社の理解、合意形成、担当の明確化 1 2% 

事業者間の連携管理の整理 5 10% 

さらなる事業内容の魅力付け 10 20% 

利用者ニーズの把握 7 14% 

収支計画の詳細検討 10 20% 

初期投資の資金確保 3 6% 

マネージャー、スタッフの確保 4 8% 

HP の作成、販路、プロモーション 9 18% 

特にない、実行するだけ 1 2% 

合計 50 100% 
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受講生同士のコミュニケーションをこれからも育むためにどうようなことを希望されますか 

回答内容 回答数 割合 

メーリングリストや SNS での情報共有 8 28% 

定期的な情報交換会の開催 10 34% 

修了生（1 期～5 期生）同士の交流会 0 0% 

ウエルネスツーリズムに関する滋賀大学からの情報提供 11 38% 

その他 0 0% 

合計 29 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の受講料についてはいかがでしたか 

回答内容 回答数 割合 

とても安い 10 56% 

少し安い 6 33% 

まあまあ 1 6% 

少し高い 1 6% 

合計 18 100% 
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１．経緯 

2003 年 4 月以降、公共経営に関するセミナーを毎月第 4 金曜日の夜に開催している。定員を 24 名程度として、

以下のように毎年度もっとも旬なテーマを設定し、開講している。 

滋賀大学公共経営イブニングスクールの経緯 

年度 前期 後期 

2003 年度 
ニューパブリック・マネジメント・セミナー 
－市町村合併と新しい自治体経営－ 

ニューパブリック・マネジメント・セミナー 
－事務事業評価から戦略予算システムへ－ 

2004 年度 事業革新の目を鍛える －プロフェッショナル公務員をめざして－ 

2005 年度 事業革新のケースから学ぶ －プロフェッショナル公務員、地域リーダーをめざして－ 

2006 年度 
「事業仕分け・地域事業組成」を考える 
－地方自治体のしごとはどうあるべきか－ 

「事業仕分け・地域事業組成」による地域経営改革 
－地域事業をどう作っていくか－ 

2007 年度 
地域組織・地域事業を組成する 
－事業仕分け・地域事業組成から考える－ 

地域協働の視点で役所を変革する 
－自治基本条例を考える－ 

2008 年度 市民ガバメントの設計－市民が自治体経営に関わるために－ 

2009 年度 国のかたち・自治体のすがた －道州制・県と市町の役割分担を考える－ 

2010 年度 今こそ！地方自治体歳入改革 －少子高齢社会における自主財源拡大策を考える－ 

2011 年度 アグリビジネス地域経営論－農林業を興す 

2012 年度 福祉自治体の設計理念 －持続可能な自治体福祉政策を考える－ 

2013 年度 都市計画の疑問 －成熟社会の都市農村計画行政の視座－ 

2014 年度 自治体のエネルギー自立化戦略を考える 

2015 年度 地域からの地方創生論 －人材、資金を地域で使いこなすために－ 

2016 年度 地方分権社会の地方自治の論点 －憲法改正を睨んで－ 

2017 年度 地域からの 2020 年教育改革を考える 

2018 年度 滋賀の観光イノベーションを考える 自治体改革の最前線 

2019 年度 AI 自治体へのシフト 共生社会を支える住民組織や NPO法人活動の最前線 

2020 年度 地方創生のビジネスデザイン 国の財政・自治体の財政は大丈夫なのか？ 

2021 年度 
ニューノーマル時代のオリンピック、スポーツ 
健康まちづくりを考える 

議会制民主主義のあり方を改めて考える 

2022 年度 カーボンニュートラルのリアル 基本的人権の尊重をめぐる諸課題に向き合う 

2023 年度 
関西におけるスタートアップ・エコシステム形成の
期待 －滋賀県市町はどうコミットメントするか－ 

基本的人権の尊重と人権問題 

2024 年度 
官民連携での価値創造 －地方の課題に対応し 
民間の力を最大限に活用するために－ 

地方自治の「これまで」と「これから」 

 

社会人のためのキャリアアップコース 公共経営イブニングスクール 
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２．狙い 

これまでの受講者は、国、県、市町職員、NPO、民間企業、地方議会議員と職種、年齢も多彩である。テーマに応

じて、ゲストスピーカーとして市長、NPO リーダー、民間企業経営者、学識者なども数多く呼んでいる。私のスクール

に対する想いは次のとおりである。なお、2014 年度から成績評価を行い、修了要件に達した者に履修証明を出して

いる。 

 

① 公共経営に関する語り場の設置 

滋賀県下の地方自治体は大きな改革の渦中にある。地方財政は破綻の危機にある。地域社会も大きく変化しよう

としている。あちこちで改革の取組みが始まっているが、公共経営に関して議論する場が十分ではない。スクールは

所属や職種を超えて、それぞれの取組みや考えを意見交換する場の形成を意図している。 

スクールでは、私やゲストの問題提起に対してディスカッションを行うように促している。ディスカッションを通じて受

講者は気づきを得ることができる。毎回、おおいに議論で盛り上がる。 

 

② 改革リーダーの育成 

最終的な私の期待は、受講生が行政改革や地域社会でリーダーとして改革の手腕を発揮してもらうことである。こ

れまでの受講生の中からは、自治体の副市長や部課長、職場改革の旗振り役になる者、県議や市議に挑戦する者、

指定管理者公募に挑戦する者が次々に現れている。こうした挑戦の取組みを聞くことは、スクールを主宰する者とし

ての喜びである。 

 

３．2024 年度前期「官民連携での価値創造 －地方の課題に対応し民間の力を最大限に活用するために－」の実施概要 

１）趣旨 

我が国の人口減少、高齢化が止まらない。この 10年間で、総人口は約 300万人減少し、後期高齢者である 75歳

以上人口は約 450 万人増加する一方で、未来を担う 15 歳未満人口は約 220 万人減少した。80 万人割れという出

生数の急減に対応し、岸田政権は「異次元の少子化対策」として強力な支援を行っているが効果は見えていない。 

人口減少、高齢化は地域社会に大きな影響をもたらしている。農業や伝統産業における担い手の減少、耕作放棄

地、空地や空き家、空き公共施設の増加、インフラの老朽化など枚挙にいとまがない。対応が求められる自治体は、

税収が減少し十分な対応がとれない状況である。 

これまで、包括業務委託、指定管理者、PFI 制度などにより自治体業務における民間活用が進んできたが、公共

分野において民間のノウハウを最大限に活用する方策を検討する必要があるのではないか。いくつかの先進的な

民間企業の事例を紹介し、今後の方策について議論をしたい。 

 

２）プログラム （いずれも 18:20～20:00） 

2024 年 4 月 26 日（金） 
企業と地域社会が支え合う社会を創る：官民連携事業研究所の取組 

株式会社 官民連携事業研究所 代表取締役 鷲見 英利 氏 

2024 年 5 月 24 日（金） 
街の循環再生をめざして空き家問題に挑む：クラッソーネの取組 

株式会社クラッソーネ 執行役員 山田 浩平 氏 

2024 年 6 月 28 日（金） 
未利用行政資産の価値化：公共 R 不動産の取組 

公共 R 不動産 RD 事業部マネージャー 矢ヶ部 慎一 氏 
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2024 年 7 月 26 日（金） 
住民への有益な情報提供と自治体広告収入の増加：㈱ホープの取組 

株式会社ホープ 地方協創事業部 近畿第一支社長兼管理課長 木内 裕美佳 氏 

2024 年 8 月 23 日（金） 
未利用行政資産を活用し環境保全と滋賀の新たな観光価値の創出 

奥伊吹観光開発株式会社 代表取締役社長 草野 丈太 氏 

2024 年 9 月 27 日（金） 
官民連携での価値創造を考える（まとめ） 

滋賀大学 名誉教授 石井 良一 

 

３）講師 

主査：石井 良一（滋賀大学 名誉教授） 

副査：提中 富和（滋賀大学 産学公連携推進機構 プロジェクトアドバイザー） 

 

４）受講者 

27名が受講した。 

 

４．2023 年度後期「地方自治の「これまで」と「これから」」の実施概要 

１）趣旨 

地方自治とは、文字どおり、地方(地域)のことは、その地域の住民が「自ら」の意思と責任によって「治める」という

ことです。この地方自治が憲法上保障されることになったのは、第二次世界大戦後、主権が国民に存することを宣言

した日本国憲法が制定されてからのことです。ところが、日本国憲法から地方自治の内容の具体化を託された地方

自治法は、明治憲法下で成立していた「市制」「町村制」という法律の改正の延長線上で制定されたため、明治憲法

下の中央集権的な上意下達の思考や行政権の立法権に対する優位の思考などを色濃く残すものとなりました。「憲

法変われど行政変わらず」といわれた所以です。ようやく日本国憲法の理念に立ち返ることができるように見えたの

は、「明治維新、戦後改革に次ぐ第三の改革」と呼ばれた 2000 年地方分権改革でした。当時はわくわく感がありまし

た。しかし、今日では、あの 2000年改革は「どこに行ってしまったのか」という状況にあるように思えてなりません。 

なぜ、こんなことになってしまったのか。これからの地方自治はどうなるのか。2024 年度後期のイブニングスクー

ルでは、こうした問い掛けをする機会を提供することにします。これからの地方自治のアクターとして、議会、首長、

自治体職員にはどのようなことが求められるかについても、問い掛けることにします。 

２）プログラム （いずれも 18:20～20:00） 

2024 年 10 月 25 日（金） 
「自治とは何か ～政治哲学から深く本気で考えたい～」 

ゲストスピーカー：関西学院大学 名誉教授 岡本 仁宏 氏 

2024 年 11 月 15 日（金） 
「地方分権改革の「これまで」と「これから」」 

ゲストスピーカー：静岡産業大学 教授 小泉 祐一郎 氏 

2024 年 12 月 20 日（金） 

「これからの自治体議会 ～政策立案と広報広聴の必要性～」 

ゲストスピーカー：早稲田大学 マニフェスト研究所 招聘研究員 清水 克士 氏 

「100 条調査権の行使の限界について」 

滋賀大学 産学公連携推進機構 プロジェクトアドバイザー 提中 富和 

2025 年 1 月 24 日（金） 
「首長はどうやって自治体を経営していくのか」 

ゲストスピーカー：前湖南市長 谷畑 英吾 氏 

2025 年 2 月 21 日（金） 

「まちを楽しくする仕事 ～これからの自治体職員の一例として～」 

ゲストスピーカー：栗東市職員(NPO 法人くらすむ滋賀 理事長) 竹山 和弘 氏 

「自治体政策法務の取組と自治体職員」 

滋賀大学 産学公連携推進機構 プロジェクトアドバイザー 提中 富和 
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オンデマンド講義内容 

第 1 回 線形代数の基礎 笛田 薫 教授 

第 2 回 回帰分析 佐藤 健一 教授 

第 3 回 回帰分析と変数選択 松井 秀俊 教授 

第 4 回 判別問題 姫野 哲人 准教授 

第 5 回 異常検知、変化点解析 笛田 薫 教授 

第 6 回 統計的テキスト解析 佐藤 健一 教授 

第 7 回 画像データと深層学習 田中 琢真 准教授 

第 8 回 因果推論 清水 昌平 教授 

 

 

② 医薬品・医療機器メーカー向けデータサイエンス人材育成プログラム 

2019 年度に田辺三菱製薬株式会社での試験運用を経て、医薬・医療機器系企業を対象に滋賀大学が主催、

NPO 法人関西健康・医療学術連絡会が後援、関西医薬品協会が協力、富士通株式会社が運営事務局となって、

2024年度に 6年目のデータサイエンスのための R言語によるハンズオンセミナー（1回 3時間、全 11回）をオンライ

ン開催しました。これまでの参加者は 170 名を超えます。オンラインでの効果的なセミナーを実現するためのサポー

ト体制として、１）SharePointによる録画配信、２）Slackでの補足説明、３）課題レポート提出への対応、４）Zoomで行

う個別サポート、を実施しました。また、教育効果を確認するためにセミナーごとに難易度、満足度、要望のアンケー

トも行いました。さらに、本年度は 11 回の課題に対して 8 回以上の適切なレポート提出があることを条件にオープン

バッジの発行を行いました。 

 

③ 東海旅客鉄道株式会社への人材育成 

東海旅客鉄道株式会社（JR 東海株式会社）は、データ活用によって鉄道の安全・安定運行、駅サービスの向上、

設備メンテナンスの効率化などに取り組んでいます。そして 2024 年度からは滋賀大学と、「データを活用した課題解

決のスキルを磨く」とともに、「データを活用して業務を推進する中核人材を育成する」ことを目的とした人材育成プロ

グラムを開講しました。本プログラムでは、講義や実践的な演習を通じて、参加者が自社の課題に即したデータ活用

力を高め、業務改善や意思決定に貢献できる人材としての成長を支援することを目指しています。 

JR東海からは 10名の社員が参加し、滋賀大学大学院データサイエンス研究科で開講されている講義のオンデマ

ンド動画を視聴して知識を深めるとともに、オンラインで全 5 回の指導会を行いました。指導会では参加者 10 名を 5

名ずつの 2 グループに分け、社員一人ひとりが普段の業務で扱っている課題に対してデータを活用した解決を目指

して行った分析の進捗報告をしました。その発表を聞き、滋賀大学の教員がアドバイスを行いました。電車の異常を

早期に発見することを目指した予兆検知や、改札におけるトラブルの削減を目指した要因把握など、多岐にわたる

課題があり、広い範囲でデータ活用が有効であることを確認することができました。 
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